
※ワンストップ特例申請書と一緒に提出して下さい。

貼り付けて下さい。

≪個人番号カードの表面の写し、本人確認書類の写しなど≫
※運転免許証等の本人確認書類の写しを提出する場合、転居等で裏面に住所記載がある場合は、表裏両面の写しを

ワンストップ特例申請　本人確認書類添付シート
※必要な添付資料を糊やテープ等で以下に貼り付けて下さい。

●個人番号確認の書類　貼付欄

●本人確認書類　貼付欄

≪個人番号カードの裏面の写し、通知カードの写し、個人番号が記載された住民票の写しなど≫

※通知カードの写しを添付する場合、転居等で裏面に住所記載のある場合は、表裏両面の写しを貼り付けて下さい。
また、通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しない場合は、個人番号を証
明する書類として使用できないため、マイナンバーが記載されている住民票の提出が必要になります。


